
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。現
在
お
使
い
の
保
険

証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
に
郵
送
な
ど

で
交
付
し
ま
す
。更
新
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
記
載
内
容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険

証
は
、ご
自
身
で
裁
断
す
る
な
ど
し
て
破
棄
し
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、保
険
料
の
納
付
が
滞
っ
て
い
る
人
は
、有
効
期
限
が
短
い
保
険
証
や
医
療
費
が
い
っ
た

ん
全
額
自
己
負
担
と
な
る
資
格
証
明
書
を
交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と
で
、

入
院
時
の
窓
口
支
払
い（
保
険
適
用
分
）が
自
己
負
担
額
限
度
ま
で
に
な
り
、食
事
代
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

認
定
の
対
象
と
な
る
人

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
て
い
る
人（
同
一
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
）

す
で
に
交
付
を
受
け
て
い
る
人

　

認
定
証
の
有
効
期
限
は
、7
月
31
日
ま
で
で
す
。引
き
続
き
対
象
と
な
る
人
に
は
、新
し
い

認
定
証
を
７
月
中
に
郵
送
な
ど
で
交
付
し
ま
す
。更
新
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

該
当
す
る
人
で
ま
だ
認
定
証
を
持
っ
て
い
な
い
人

　

国
保
け
ん
こ
う
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
参
品
　

保
険
証
、印
か
ん

■ 

国
保
け
ん
こ
う
課（
内
線
1
1
0
）

 　

長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

 

☎
0
9
5
（8
1
6
）3
9
3
0

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

平成22年度の保険料を軽減します

○所得の低い人は、世帯（世帯主および被保険者）の所得水準に応じて次のように保険料を軽減します。

同一世帯の被保険者と世帯主の合計所得額 軽減割合 年間の均等割額

33万円以下

33万円以下で被保険者全員が年金収入８０万円以下（その他の所得なし）

33万円＋（24万5千円×世帯主を除く被保険者数）以下

33万円＋（35万円×被保険者数）以下

8.5割 減額

9割 減額

5割 減額

2割 減額

6,300円

4,200円

21,200円

33,900円

○社会保険などに加入しているご家族の被扶養者となっていたため保険料をこれまで負担していなかった
人は、保険料の所得割額の負担はなく均等割額が9割減額され、年間の保険料が4,200円になります。　
○減額制度に該当する人の手続きは不要です。　
○保険料の納付が困難なときは、分割納付などができますので、国保けんこう課窓口へご相談ください。
　また、失業や災害などの特別な事情がある場合には減免の制度があります。

均等割額の軽減（年間の均等割額42,400円が次のようになります）

所得割額の軽減

これらの軽減
に該当すると

軽減割合

5割 減額58万円以下（年金収入の場合、年金受給額が２１１万円以下）

賦課のもととなる所得額（前年中の総所得額から基礎控除額33万円を差し引いた額）

◎
募
集
要
領

応
募
資
格
 

個
人
、団
体
な
ど

応
募
方
法
 

提
案
内
容
を
８
０
０
字
以
内
に
ま

と
め
、氏
名（
団
体
名
）・
住
所
・
性
別
・
勤
務
先（
学

校
名
）・電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、郵
送
、Ｅ
メ
ー

ル
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　

様
式
は
自
由
で
す
。

募
集
締
切
 

8
月
31
日
貂

表
　
　

彰
 

最
優
秀
賞
1
点
・
優
秀
賞
２
点
を

表
彰
し
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

選
　
　

考
 

市
制
施
行
70
周
年
記
念
事
業
準

備
委
員
会
で
選
考
し
、広
報
お
お
む
ら
お
よ
び
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
表
し
ま
す
。

応
募・問
い
合
わ
せ
先

〒
8
5
6

-

8
6
8
6
（住
所
不
要
）

総
務
法
制
課
内「
市
制
施
行
70
周
年
記
念
事
業
」

基
本
方
針

　

次
の
３
つ
を
基
本
方
針
と
し
て
記
念
事
業

を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

①
花
と
伝
統・文
化
に
つ
つ
ま
れ
た
美
し
い
ま
ち

②
人
と
物
と
が
行
き
交
う
に
ぎ
わ
い
あ
ふ
れ   

　

る
ま
ち

③
子
ど
も
た
ち
の
夢
が
ふ
く
ら
む
ま
ち

事
業
期
間

　

平
成
23
年
10
月
か
ら
お
お
む
ね
１
年
間

soum
u@
city.om

ura.lg.jp

市制施行70周年記念事業
アイデア募集

■
総
務
法
制
課（
内
線
２
１
２
）

　

市
は
、平
成
24
年
2
月
11
日
に
市
制
施
行
70

周
年
を
迎
え
ま
す
。こ
の
大
き
な
節
目
に
、先
人

た
ち
の
功
績
に
感
謝
し
、ふ
る
さ
と
大
村
の
歴
史

を
大
切
に
し
、さ
ら
な
る
飛
躍
を
願
っ
て
、「
市
制

施
行
70
周
年
記
念
事
業
」を
実
施
し
ま
す
。

　

市
が
主
催
す
る
事
業
・
市
民
と
市
が
協
働
し
て

行
う
事
業
を
開
催
す
る
た
め
、基
本
方
針
に
沿
っ

た
記
念
事
業
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

今年の夏は、イベント盛りだくさん！
開催場所/長崎市、五島市、新上五島町

■問い合わせ/海フェスタながさき実行委員会
　蕁095（829）1311

検　索海フェスタながさき

海フェスタながさき海フェスタながさき
海の祭典2010 長崎・五島列島

おおむらロードレース大会

毛利衛氏講演会

Ｖリーグ公式試合

さくらサミット

九州かっぱサミット

天正少年夢まつり 市民参加ミュージカル上演

◎65周年記念事業のようす

�広報おおむら  2010年7月号


